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交
通
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自
転
車
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全
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い
よ
い
よ
、
子
ど
も
た
ち
に
は
楽
し
み
な
夏
休
み
が
や
っ
て
き
ま
し
た
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こ
の
時
期
、
子
ど
も
同
士
で
自
転
車
で
遊
び
に
行
く
こ
と
も
多
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
道
路
に
は
た
く
さ
ん
の
危
険
が
ひ
そ
ん
で
い
ま
す
。

交
通
事
故
に
あ
わ
な
い
よ
う
に
、

み
な
さ
ん
で
、
も
う
一
度
交
通
ル
ー
ル
を
再
確
認
し
て
、

楽
し
い
夏
休
み
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。
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内
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夏のチェックポイント ! !

ルール１ ルール２

ルール３

自転車は車道が原則、
歩道は例外

車道は左側を通行

歩道は歩行者優先で、
車よりを徐行

ルール５ 子どもはヘルメットを着用

安全ルールを守る

　道路交通法上、自転車は軽
車両と位置付けられています。
したがって、歩道と車道の区
別のあるところでは車道通行
が原則です。

　自転車は道路の左端に寄っ
て通行しなければなりません。

　歩道では、すぐ停止できる
速度で、歩行者の通行を妨げ
る場合は一時停止しなければ
なりません。

　児童・幼児の保護責任者は、児
童・幼児に乗車用のヘルメットを
かぶらせるようにしましょう。

危ない！
やめましょう

運転中の携帯電話

傘さし運転

■飲酒運転は禁止

■並進は禁止

■信号を守る
■二人乗りは禁止

■夜間はライトを点灯

■交差点での
　一時停止と安全確認

★身体障害者用の車いす（規定
の原動機を用いたものを含む）
や、二輪車を押している人は歩
行者とみなされます。

自転車も飲酒運転は禁止。

６歳未満の子どもを１人の
せるなどの場合をのぞき、
二人乗り禁止。

「並進可」の標識のある場
所以外では、並進禁止。

一時停止の標識を守り、狭い
道から広い道にでるときは徐
行。安全確認を忘れずに。

ルール4

Traffic Safety

◆自転車安全利用五原則◆ ※これらの違反行為には罰則が
科せられます
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